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は  じ  め  に 

 

近年、全国各地で地震や大火、豪雨災害をはじめとする大規模災害や広域災害が毎年のように

多発しております。また、記録的な猛暑や大雪など、気象状況も厳しさを増しています。 

昨年は岩手県大船渡市や愛媛県今治市など全国各地で林野火災が頻発し、また、８月に大阪市

中央区で発生したビル火災では、消火活動中に２名の隊員が尊い命を失い、11月に大分市佐賀関

で発生した火災では、１名の市民が尊い命を失うとともに、187 棟の建物被害が発生するなど、

火災による被害が後を絶ちませんでした。 

被害に遭われた地域の復興を心より祈念するとともに、お亡くなりになられた方々の御冥福を

お祈り申し上げます。 

本県でも林野火災を含め火災が毎年約400件発生している状況の中、今後の消防においては消

防設備・機械器具等の充実強化、災害現場で効果的な消防活動等を実施するための知識や技術の

伝承が、重要な課題となっています。 

本校は消防組織法第51条第１項の規定に基づき、消防職員および消防団員を主な対象として、

消防人材の育成のための教育訓練を行う県の機関として、消防に関する幅広い分野の基礎的な内

容から時代のニーズに応えるための高度で専門的な内容まで、年間を通じて多種多様な教育訓練

を実施しています。 

この度、令和８年度における教育訓練計画および教育訓練実施要綱を作成しましたので、県内

の消防機関の皆様におかれましては、各々の組織強化、人材育成および消防力の充実強化に向け

た教育訓練の参考資料にしていただくとともに、入校を希望される場合は、入校手続等に漏れの

ないようお願い申し上げます。 

 

令和８年（2026年）２月           滋 賀 県 消 防 学 校 長  
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令和８年度滋賀県消防学校教育訓練計画 

 

１ 目的 

教育訓練は、消防職員、消防団員その他消防関係者に消防の責務を正しく認識させる

とともに、人格の向上、学術技能の修得、体力の錬成、規律の保持および協同精神のか

ん養を図り、もって公正明朗かつ能率的に職務を遂行し得るようその資質を高めること

を目的とする。 

 

２ 基本方針 

目的を達成するため、教育訓練の基本方針は次のとおりとする。 

(1) 消防の本質と消防の責務および基本理念を正しく認識させる。 

(2) 消防活動に必要な規律、節度を修得させる。 

(3) 公正明朗な品性と良識を養成する。 

(4) 強靭な体力、旺盛な気力の錬成と敏活な行動力を養成する。 

(5) 消防に必要な知識、技能を修得させ、能率的な職務遂行能力を養成する。 

(6) 消防人としての人格形成、協同精神のかん養および集団行動の重要性を体得させる。 

 

３ 教育訓練の種別 

(1) 消防職員に対する教育訓練 

ア 初任教育 

消防職員として必要な基礎的知識と技能を修得させるとともに、厳正な規律、旺

盛な気力、強靭な体力ならびに消防人に必要な人格と協同精神を養成する。 

イ 専科教育 

(ｱ) 警防科 

警防業務に必要な専門的知識および技能を修得させる。 

(ｲ) 予防査察科 

予防査察業務に必要な専門的知識および技能を修得させる。 

(ｳ) 救急科 

救急業務に必要な専門的知識および技能を修得させるとともに、救急隊員の資

格を付与する。 

ウ 幹部教育 

(ｱ) 初級幹部科 

初級幹部として必要な見識と指揮監督能力および技能を修得させるとともに、

初級幹部としてふさわしい人格を養成する。 

(ｲ) 中級幹部科 

中級幹部として必要な見識と指揮監督能力および技能を修得させるとともに、

中級幹部としてふさわしい人格を養成する。 

エ 特別教育 

(ｱ) 特別幹部教育（研修教官） 

初任教育等において実施する教育指導および生活指導から幹部としての必要な

見識と指揮監督能力を修得させるとともに、幹部職員としてふさわしい人格を養

成する。 

(ｲ) 水難救助教育 

水難救助業務に必要な専門的かつ高度な知識および技能を修得させる。 

(ｳ) 指揮隊教育 

現場指揮に必要な専門的知識および技能を修得させる。 
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(ｴ) はしご自動車等操作員教育 

はしご自動車等の取扱いに関する高度な知識を身につけ、安全で円滑な運用技

術を修得させる。 

(ｵ) 女性消防職員教育 

すべての消防職員が性別に関わりなく多様な能力と適性を発揮できる知識およ

び技能の修得を通じて職場の意識改革を推進する。 

(ｶ) 救助隊長教育 

救助業務に必要な高度な知識、技能および指揮能力を向上させるとともに、救

助隊長としての役割および人材育成技法を修得させる。 

(ｷ) 通信指令教育 

通信指令業務における円滑な緊急通報受信および指令管制に関する知識、技術

の共有と対応技能を修得させる。 

(ｸ) 緊急消防援助隊受援教育 

緊急消防援助隊に関する知識を深め、理解するとともに、緊急消防援助隊の受

援に必要な知識および技能を修得させる。 

 

(2) 消防団員に対する教育訓練 

ア 基礎教育 

消防団員として必要な基礎的な知識および技能を修得させる。 

イ 専科教育 

(ｱ) 警防科 

警防活動に必要な知識および技能を修得させる。 

(ｲ) 機関科 

機関運用に必要な知識および技能を修得させる。 

ウ 幹部教育 

(ｱ) 初級幹部科 

初級幹部として必要な見識と消防活動上必要な知識および技能を養成する。 

(ｲ) 指揮幹部科現場指揮課程 

現場指揮者として必要な見識と消防活動上必要な知識および技能を養成する。 

(ｳ) 指揮幹部科分団指揮課程 

分団の指揮者として必要な見識と消防活動上必要な知識および技能を養成する。 

エ 特別教育 

最高幹部教育 

最高幹部として必要な見識と社会情勢の変化に対応する管理能力を養成する。 

 

(3) その他消防関係者に対する教育訓練 

ポンプ操法指導員養成講習 

消防団員の消防操法技術の向上を図るため、滋賀県消防操法訓練大会実施要領

に定めた行動を適切に指導できる指導者を養成する。 
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＜教育訓練体系図（令和８年度）＞ 
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教育訓練実施要綱  

 

教 育 種 類 別 目 次 

 

■消防職員に対する教育 

１ 初任教育  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

（専科教育） 

２ 警防科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

３ 予防査察科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

４ 救急科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

（幹部教育） 

５ 初級幹部科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

６ 中級幹部科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

（特別教育） 

７ 特別幹部教育（研修教官）  ・・・・・・・・・・ 15 

８ 水難救助教育  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

９ 指揮隊教育  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

10 はしご自動車等操作員教育  ・・・・・・・・・・ 18 

11 女性消防職員教育  ・・・・・・・・・・・・・・ 19 

12 救助隊長教育  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

13 通信指令教育  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

14 緊急消防援助隊受援教育  ・・・・・・・・・・・ 22 

■消防団員に対する教育 

15 基礎教育  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

（専科教育） 

16 警防科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

17 機関科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

（幹部教育） 

18 初級幹部科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

19 指揮幹部科現場指揮課程  ・・・・・・・・・・・ 27 

20 指揮幹部科分団指揮課程  ・・・・・・・・・・・ 28 

（特別教育） 

21 最高幹部教育   ・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

■その他 

22 ポンプ操法指導員養成講習  ・・・・・・・・・・ 30 
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令和８年度滋賀県消防学校教育訓練実施要綱 

 

１ 消防職員初任教育 

(1) 目的 

消防職員として必要な基礎的知識と技能を修得させるとともに、厳正な規律、旺盛な気力、

強靭な体力ならびに消防人に必要な人格と協同精神を養成することを目的とする。 

(2) 対象者 

新任消防職員 

(3) 到達目標 

ア 服務義務を理解し、職務意欲が旺盛で、住民の信頼を得られること。 

イ 警防隊員として、基本的な安全管理について理解し、自らの安全を確保し、災害現場では隊

長の下命に基づく基本的な活動ができること。 

ウ 消防業務全般について概要を理解していること。 

エ 住民からの一般的な質問に応答できること。 

(4) 期間 

令和８年４月６日（月）から令和８年９月25日（金）まで 

入校受付は、４月６日（月）の７時40分から８時25分までとする。（受付時の服装は制服と

する。） 

(5) 教育科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

倫理 ５ 現代社会と消防、地域社会と消防、消防職員の使命 

法学基礎・消防法 17 
消防行政と法、法の分類、法の効力と適用、 
法律関係、行政法、法の体系、刑法、消防法の目的、主要規
定の概要 

消防組織制度 ９ 地方自治制度、自治体消防制度、消防の組織 

服務と勤務 20 
地方公務員制度、消防実務、消防職員の勤務条件、 
文書実務、情報公開と個人情報保護、接遇、事故防止、人権
啓発、外国人対応 

理化学 ８ 物理、化学、電気、燃焼と消火 

予防広報 16 
防火管理の意義、防火・防災管理制度、統括防火・防災管理
制度、消防広報、自主防災 

危険物 11 消防法上の危険物、危険物施設の規制、指定可燃物等 

消防用設備 10 
消防用設備等の規制概要、主要な消防用設備等の基準概要、
消防用設備等の着工届および検査等 

査察 ８ 総則、査察要領、違反処理、定期点検報告制度 

建築 ６ 
総則、建築構造、建築法令、建築規制、消防活動上の規制、
建築図書 

安全管理 15 安全管理の概要、業務活動別の安全管理、精神衛生 

特殊災害と保安 ７ 特殊災害の概説、特殊災害の基礎知識と活動要領 

火災防ぎょ 22 
火災防ぎょの概要、火災防ぎょ行動、建物火災防ぎょ、建物
以外の火災防ぎょ 

火災調査 ６ 火災原因調査、火災損害調査、火災調査書類 

防災 13 災害対策、気象と災害、水災防ぎょ、地震対策 

救急 39 
人体知識、応急処置法、傷病別応急処置、救急実務および関
係法令、応急手当普及啓発 

消防機械・ポンプ 18 
消防用自動車等、消防通信、消防ポンプ、水力学、ポンプ運
用 

訓練礼式 50 各個訓練、通常点検、敬礼動作、辞令等の受領、小隊訓練 
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教  科  目 時間数 内     容 

消防活動訓練 96 消防用ポンプの基本操作要領 

救助訓練 68 ロープ取扱技術、救助操法 

機器取扱訓練 70 
消防機器の概要、各種資器材の諸元・性能・取扱要領・保守
管理要領等 

消防活動応用訓練 91 
消火活動訓練、救助活動訓練、火災総合訓練、救急救助総合
訓練 

体育 67 体力錬成、体力測定、トレーニング要領と実践 

実務研修 35 消防署勤務実習 

選択研修 41 資格取得教育等 

効果測定 18 効果測定 

行事その他 58 入校式、修了式、講話、その他行事等 

計 824 
 

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年２月13日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号） ・別紙様式Ａ ・別紙様式Ｂ ・別紙様式Ｃ ・別紙様式Ｄ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

次の指定物品を個人負担で購入予定である。 

・トレーニングウエア（上下１着） 

・Ｔシャツ（１着） 

・ハーフパンツ（１着） 
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２ 消防職員専科教育警防科 

(1) 目的 

警防業務に必要な専門的知識および技能を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

消防司令補または消防士長（その予定者で、警防業務経験５年以上の者を含む）の階級にあ

って警防業務に従事する者 

(3) 到達目標 

ア 警防行政の現状および課題を理解していること。 

イ 防災関係法令に関する専門的知識および災害対策に関する最新の知識を豊富に有しているこ

と。 

ウ 各種災害事象に対する基本的消防戦術を理解し、災害現場において部隊を適切かつ効果的に

指揮できること。 

エ 心身の健康管理に積極的に取り組めること。 

(4) 期間 

令和８年11月12日（木）から令和８年11月26日（木）まで 

入校受付は、11月12日（木）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話 １ 職責と心構え 

防災 ２ 

災害対策基本法の概要、水防法の概要、 

武力攻撃事態における国民保護に係る 

消防の役割 

警防対策 ９ 各種災害対策および緊急消防援助隊 

消防戦術と安全管理 23 災害現場の指揮および指揮要領と安全管理 

図上訓練 ３ 図上訓練の企画立案および検証 

実技訓練 23 実技訓練の企画立案および検証 

事例研究 ４ 実務研究課題討議 

健康管理 ２ 体力づくり、体力管理、精神衛生 

効果測定 １ 効果測定 

行事その他 ２ 入校式、修了式等 

計 70  

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年10月２日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

ア 事例研究資料を入校申込書類と同時に提出すること。（「事例研究」参照） 

イ 次のことを事前学習しておくこと。 

(ｱ) 結索…基本結索、器具結索 

(ｲ) 機械器具…三連はしご取扱い、エンジンカッター 

(ｳ) 消防救助操法…応急はしご救出、検索救助第一法 

(ｴ) 指揮シミュレーション（指揮隊３名編成時の活動要領）  
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３ 消防職員専科教育予防査察科 

(1) 目的 

予防査察業務に必要な専門的知識および技能を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

予防査察業務に従事する者 

(3) 到達目標 

ア 査察行政の現状および課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。 

イ 防火管理、建築規制、危険物規制および消防用設備等に係る専門的知識を豊富に有しており、

査察要領を修得していること。 

ウ 違反処理に係る専門的知識を修得し、違反対象物の関係者に対して是正を指導で 

きること。 

(4) 期間 

令和８年12月14日（月）から令和８年12月25日（金）まで 

入校受付は12月14日（月）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話 １ 職責と心構え 

予防査察行政の現状と課題 ３ 現状と課題、関係法令の改正内容 

消防同意 ７ 消防同意の概要 

査察 27 査察要領 

違反処理 15 

違反処理の手続、違反処理要領、危険物取 

扱者および消防設備士に対する行政措置、不服

審査手続 

査察・違反処理実習 ５ 
査察業務シミュレーション（模擬査察）、消防

用設備の設置状況および能力確認 

事例研究 ７ 実務研究課題討議 

効果測定 １ 効果測定 

行事その他 ４ 入校式、修了式等 

計 70 
 

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年11月６日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

事例研究資料を入校申込書類と同時に提出すること。（「事例研究」参照） 
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４ 消防職員専科教育救急科 
(1) 目的 

救急業務に必要な専門的知識および技能を修得させるとともに、救急隊員の資格を付与するこ

とを目的とする。 

(2) 対象者 

新しく救急業務に従事しようとする者 

(3) 到達目標 

ア 救急業務および救急医学に関する基本的な知識を有していること。 

イ 応急処置に必要な解剖生理および各科の疾病状況に関する専門的知識を有しており、応急処

置時における的確な観察および判断能力を備えていること。 

ウ 応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。 

エ 救急用器具および材料の取扱いに関して精通していること。 

(4) 期間および場所 

ア 期間 

令和９年１月７日（木）から令和９年３月11日（木）まで 

入校受付は、１月７日（木）の７時50分から８時20分までとする。 

イ 場所 

(ｱ) 消防学校（東近江市神郷町314）※１ 

令和９年１月 ７日（木）から１月15日（金）まで 

令和９年３月 １日（月）から３月11日（木）まで 

(ｲ) 滋賀県危機管理センター（大津市京町四丁目１－１）※２ 

令和９年１月18日（月）から２月26日（金）まで 

※１ 全寮制とする。 

※２ 通学制とし、通学手段は公共交通機関を利用することとする。 

なお、集合時刻は８時30分とする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話 １ 職責と心構え 

救急業務および救急医 

学の基礎 
53 

救急業務の総論および医学概論、解剖・生理、社会保障

・社会福祉、救急実務および関係法規 

応急処置の総論 66 
観察、検査、応急処置総論、応急処置各論、救急医療・

災害医療 

病態別応急処置 67 

心肺停止、ショック・循環不全、意識障害、出血、一般

外傷、頭部・頸椎（頸髄）損傷、熱傷・電撃傷、中毒、

溺水、異物（気道・消化管） 

特殊病態別応急処置 23 
小児・新生児、高齢者、産婦人科・周産期、精神障害、

その他の創傷の処置等 

効果測定 ４ 効果測定 

事例研究 ７ 実務研究課題討議 

実習および行事 80 

救急用資器材の操作方法・保管管理・消毒、シミュレー

ション実習、外傷実習、分娩介助、ＪＰＴＥＣ講習、実

地研修、入校式、修了式、その他行事等 

計 301 
 

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり  
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(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年10月23日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

ア 事例研究資料は、令和８年12月11日（金）までにデータで提出すること。 

（「事例研究」参照） 

イ 救急隊員標準テキストおよび事前配布するJPTECガイドブックを事前学習しておくこと。 

ウ JPTEC講習にあっては、認定を希望する場合は別途2,000円が必要となる。 

  

- 12 -



５ 消防職員幹部教育初級幹部科 

(1) 目的 

初級幹部として必要な見識と指揮監督能力および技能を修得させるとともに、初級幹部として

ふさわしい人格を養成することを目的とする。 

(2) 対象者 

主として消防司令補の階級にある者（消防士長の階級にある者であって、部隊または係の長で

ある者を含む） 

(3) 到達目標 

ア 初級幹部としての責任および立場を正しく認識していること。 

イ 初級幹部として消防行政の動向を理解していること。 

ウ 上司を補佐し、部下を指導できること。 

エ 事故および障害の発生時に、迅速な初動対応ができること。 

オ 災害現場において、現場指揮者の下命を理解でき、自隊に対する安全管理と的確な下命を行

えること。 

(4) 期間 

令和８年11月30日（月）から令和８年12月11日（金）まで 

入校受付は11月30日（月）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話 １ 初級幹部としての職責と心構え   

訓練礼式 ２ 訓練礼式 

消防時事 ６ 消防行政の現状と課題 

消防財政 ２ 国と地方の関係、財政の仕組み、消防財政 

人事業務管理 22 
組織と監督、人権、情報公開と個人情報保護、

健康管理 

安全管理 ７ 公務災害、安全対策 

現場指揮 16 災害現場の指揮、現場指揮要領 

事例研究 11 実務研究課題討議 

行事その他 ３ 入校式、修了式等 

計 70  

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年10月23日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

事例研究資料を入校申込書類と同時に提出すること。（「事例研究」参照） 
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６ 消防職員幹部教育中級幹部科 

(1) 目的 

中級幹部として必要な見識と指揮監督能力および技能を修得させるとともに、中級幹部として

ふさわしい人格を養成することを目的とする。 

(2) 対象者 

主として消防司令の階級にある者（消防司令補の階級にある者であって、組織の管理を職務と

する者を含む） 

(3) 到達目標 

ア 中級幹部として責任および立場を正しく認識していること。 

イ 中級幹部として消防および社会全般の動向を理解していること。 

ウ 迅速かつ的確な意思の決定に基づき、上司を補佐し、部下を指揮監督することにより、組織

を管理できること。 

エ 事故および事件の発生時に、迅速かつ的確な初動対応ができること。 

オ 災害現場において、現場指揮者として災害状況全般の把握、的確な安全管理および下命を行

えること。 

(4) 期間 

令和８年10月19日（月）から令和８年10月27日（火）まで 

入校受付は10月19日（月）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話 １ 中級幹部としての職責と心構え 

訓練礼式 １ 通常点検の実施要領 

消防時事・消防財政 ４ 消防行政の現状と課題、消防財政 

人事業務管理 20 人権、情報公開と個人情報保護 

安全管理 ４ 公務災害、安全対策 

現場指揮 ９ 災害現場の指揮、現場指揮要領と安全管理 

事例研究 ７ 実務研究課題討議 

行事その他 ３ 入校式、修了式等 

計 49  

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年９月11日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

事例研究資料を入校申込書類と同時に提出すること。（「事例研究」参照） 
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７ 消防職員特別教育特別幹部教育（研修教官） 

(1) 目的 

初任教育等において実施する教育指導および生活指導から幹部としての必要な見識と指揮監

督能力を修得させるとともに、幹部職員としてふさわしい人格を養成することを目的とする。 

(2) 対象者 

消防司令補または消防士長の階級にある者 

(3) 到達目標 

ア 人材育成の重要性と責任を重く受け止めていること。 

イ 実科訓練において、積極的に展示および指導ができること。 

ウ 常に危険への感受性を持ち、的確な安全管理が行えること。 

エ 後輩の模範となるよう消防人としての品格を保てること。 

(4) 期間 

令和８年４月６日（月）から令和８年９月24日（木）までの間の指定した期間 

入校受付は、４月６日（月）の８時00分から８時25分までとし、全員登校すること。 

入校生ごとに、指定した教育期間の初日は、８時15分までに登校すること。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

研修教官心得 １ 目的と心得 

入校式ガイダンス ３ 施設確認等 

訓練礼式 ２ 基本的な礼式および点呼要領等 

教育実習 239 教育指導および生活指導 

計 245  

 

(6) 携行品 

白手袋（入校式・修了式用）、その他はＰ62携行品一覧のとおり 

※ 入校期間中の訓練で必要なものについては別途連絡する。 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年３月25日（水）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

特別幹部教育生（研修教官）として入校するにあたり「初任教育訓練生に伝えたいこと」をテ

ーマとした抱負文を指定された教育期間の始まる１週間前までに提出するものとする。様式は別

紙様式「事例研究資料」（Ｐ50）に準じるものとする。 

- 15 -



８ 消防職員特別教育水難救助教育 

(1) 目的 

水難救助業務に必要な専門的かつ高度な知識および技能を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

水難救助の専門的知識および技術の修得を必要とする者で、水難救助に対応できる泳力があり、

定期健康診断において異常が認められない者であり高気圧作業安全衛生規則第四十一条各号に該

当しない者 

(3) 到達目標 

ア 水中の特殊環境下における困難な救助活動に必要とされる冷静な判断力および強靱な身体を

有し、自らが安全な潜水ができること。 

イ 救助活動に係る最新の専門的知識を豊富に有しており、専門的で高度な技能および技術を備

え、これらを活用した応用力を十分発揮できること。 

(4) 期間 

令和８年６月22日（月）から令和８年７月３日（金）まで 

入校受付は、６月22日（月）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

安全管理 ２ 水難救助と安全管理 

水難救助対策 ６ 水難救助対策と事例 

潜水理論 ７ 潜水業務の基本 

水難救助器具取扱訓練 ２ 水難救助器具取扱基本訓練 

潜水基本訓練 23 潜水実技基本訓練 

潜水応用訓練 11 水中検索訓練 

総合訓練 14 現地実習訓練 

効果測定 １ 学科実技考査 

行事その他 ４ 入校式、修了式等 

計 70  

 

(6) 携行品 

水着（競泳用）、防寒着（ウェットスーツの上着として使用）、スイミングキャップ、ラッシ

ュガード、スイミングゴーグル、その他はＰ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年５月１日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ ・別紙様式Ｅ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

- 16 -



９ 消防職員特別教育指揮隊教育 

(1) 目的 

現場指揮に必要な専門的知識および技能を修得せることを目的とする。 

(2) 対象者 

消防司令または消防司令補の階級にあって現場指揮を行う者 

(3) 到達目標 

ア 現場指揮の現状および課題を理解していること。 

イ 消防関係法令に関する専門的知識および災害対策に関する最新の知識を豊富に有しているこ

と。 

ウ 各種災害事象に対する基本的消防戦術を理解し、災害現場において部隊を適切かつ効果的に

指揮できること。 

エ 事故および障害の発生時に迅速な初動対応ができ、安全管理と的確な下命を行えること。 

オ 災害状況および部隊を掌握し、明確な活動方針のもとに組織的な活動を展開し、トータル被

害の軽減を目標として指揮ができること。 

(4) 期間 

令和８年11月４日（水）から令和８年11月10日（火）まで 

入校受付は11月４日（水）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

現場指揮および消防戦術 ６ 現場指揮概論、部隊運用、各種消防戦術 

安全管理 ５ 安全管理、各種事例 

現場広報 ３ 現場広報、報道対応 

図上訓練 ８ 指揮シミュレーション訓練 

指揮訓練 11 各種災害指揮隊運用訓練 

行事その他 ２ 入校式、修了式等 

計 35  

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年９月25日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

指揮隊訓練（シミュレーション訓練）を実施し、指揮隊３名編成時の活動要領を修得しておく

こと。 
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10 消防職員特別教育はしご自動車等操作員教育 

(1) 目的 

はしご自動車等の取扱いに関する高度な知識を身につけ、安全で円滑な運用技術を修得させ

ることを目的とする。 

(2) 対象者 

現にはしご自動車等の運用に従事している者またはその予定にある者で、はしご自動車等の安

全な運用について責任を有する者 

(3) 到達目標 

ア はしご自動車等運用時の力学、取扱の原則を正しく理解していること。 

イ 特殊装置の構造、仕組みを正しく理解していること。 

ウ 安全で円滑な操作ができること。 

エ 故障等のトラブル発生時に冷静で的確な対応ができること。 

(4) 期間 

令和８年12月15日（火）から令和８年12月17日（木）まで 

入校受付は12月15日（火）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

安全管理 ２ 安全管理の重要性、事故事例 

取扱基本理論 ３ 基礎力学、取扱の原則 

特殊装置の構造 ２ 油圧機械、特殊装置の構造と仕組み 

はしご自動車基本操作 ７ 基本車体設定、起伏・伸縮・旋回 

はしご自動車応用操作 ２ 出動から架梯、応用架梯操作 

故障と対策 ４ 故障事例およびその対策と点検整備 

行事その他 １ 入校式 

計 21  

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年11月６日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

ア ２日目、３日目については、各所属（局）本部で実施するものとする。 

イ 所属における教育内容については、各（局）本部と調整の上決定する。 
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11 消防職員特別教育女性消防職員教育 

(1) 目的 

すべての消防職員が性別に関わりなく多様な能力と適性を発揮できる知識および技能の修得

を通じて職場の意識改革を推進する。 

(2) 対象者 

別途通知による。 

(3) 期日 

別途通知による。 

(4) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講演、実科訓練等 ３ 未定 

計 ３  

 

(5) 服装および携行品 

別途通知による。 

(6) その他 

期日、内容、申込手続等については別途通知による。 
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12 消防職員特別教育救助隊長教育 

(1) 目的 

救助業務に必要な高度な知識、技能および指揮能力を向上させるとともに、救助隊長としての

役割および人材育成技法を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

救助業務に従事している者またはその予定の者のうち、消防司令補または消防士長の階級にあ

って専科教育救助科を修了した者、もしくは消防長が同等の能力があると認めた者 

(3) 到達目標 

ア 救助活動に係る最新の知識を豊富に有しており、専門的かつ高度な技能および技術を備え、

これらを活用した応用力および救助指揮能力を十分に発揮できること。 

イ 人材育成の重要性を理解しているとともに、部下を指導できること。 

ウ 救助活動および救助訓練において、安全を確保できること。 

(4) 期間 

令和８年10月１日（木）から10月15日（木）まで 

入校受付は10月１日（木）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

安全管理 ９ 安全管理の意義、重要性および対策 

災害救助対策 19 困難な救助業務の事例と対策 

人事業務管理 ７ 教育技法、人材育成 

機械器具取扱 ３ 各種救助器具の取扱い 

救助訓練 14 高所・低所救出、火災救助等 

総合訓練 10 各種救助事故を想定した総合訓練 

事例研究 ３ 実務研究課題討議 

健康管理 １ 体力練成 

行事その他 ４ 入校式、修了式等 

計 70  

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年８月21日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 

(8) その他 

ア 事例研究資料を入校申込書類と同時に提出すること。（「事例研究」参照） 

イ 次のことを事前学習しておくこと。 

(ｱ) 消防ロープ（撚りロープ）・・基本結索、消防救助操法 

(ｲ) ザイル（編みロープ）・・基本結索、アンカー・システム設定 

(ｳ) 機械器具・・かぎ付はしご・三連はしご取扱い 
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13 消防職員特別教育通信指令教育 

(1) 目的 

通信指令業務における円滑な緊急通報受信および指令管制に関する知識、技術の共有と対応

技能を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

通信指令業務に従事する者、または通信指令業務に従事する予定の者 

(3) 到達目標 

ア 円滑な通信指令業務を行えること。 

イ 適切な口頭指導を理解していること。 

(4) 期間 

令和８年10月28日（水）から10月30日（金）まで 

入校受付は10月28日（水）の８時00分から８時25分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内    容 

通信指令業務 ６ 安全管理の重要性、業務の特殊性 

指令システム管理 ３ 消防指令システム、デジタル無線の理解 

大規模災害対策 ６ 大規模災害発生時の対応 

災害通報対応 ４ 通信業務の事例と対策 

行事その他 ２ 入校式、修了式等 

計 21  

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年９月25日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 
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14 消防職員特別教育緊急消防援助隊受援教育 

(1) 目的 

緊急消防援助隊に関する知識を深め、理解するとともに、緊急消防援助隊の受援に必要な知

識および技能を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

緊急消防援助隊業務に携わる可能性のある消防司令補以上の階級にある者 

(3) 到達目標 

ア 緊急消防援助隊受援時の行動を理解していること。 

イ 緊急消防援助隊の仕組みを理解していること。 

(4) 期間および場所 

ア 期間 

令和９年１月26日（火）から１月28日（木）まで 

入校受付は１月26日（火）の８時00分から８時25分までとする。 

イ 場所 

滋賀県危機管理センター（大津市京町四丁目１－１）※ 

※ 通学制とし、通学手段は公共交通機関を利用することとする。 

なお、集合時刻は８時30分とする。 

(5) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

緊急消防援助隊の基礎 ５ 基礎知識の理解 

緊急消防援助隊の受援要領 ８ 受援活動の理解 

図上訓練 ６ 大規模災害発生を想定した訓練 

行事その他 ２ 入校式、修了式 

計 21  

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年12月18日（金）必着 

イ 提出書類 

・入校申込書（様式第１号の２） ・別紙様式Ａ 

※ 別紙様式Ａは食物アレルギーがある者についてのみ提出すること。 
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15 消防団員基礎教育 

(1) 目的 

消防団員として必要な基礎的な知識および技能を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

新任の消防団員 

(3) 到達目標 

ア 地域防災の担い手としての責務を自覚し、消防組織の概要および消防活動に必要な基礎知識

および地域特性を理解していること。 

イ 災害現場では自らの安全を確保しながら下命に基づく現場活動を遂行できること。 

(4) 期間等 

ア 座学 

令和８年４月３日（金）から８月31日（月）までの間で各市町・消防本部が設定する日 

イ 実技訓練 

各市町・消防本部が設定する日 

(5) 実施方法 

ア 教育訓練の教科目および時間数は下記(6)の内容に準じる。 

イ 座学は、上記(4)アの期間内に各市町・消防本部が定めた会場で動画視聴型講義（動画サイト

等を活用し各市町・消防本部がいつでも動画を閲覧することが可能な状態）とする。 

ウ 実技訓練の実施日および会場は各市町と消防本部とが調整した上で実施する。 

エ 座学１日と実技訓練１日の計２日実施する。 

(6) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

組織制度 １ 職責と心構え、組織制度 

訓練礼式 2.5 各個訓練、敬礼動作等 

ポンプ操法 2.5 ホース延長、結合要領等 

火災防ぎょ 1.5 火災の定義、燃焼条件と消火理論等 

防災 １ 災害対策と現場活動要領、水防工法 

救急救助 ３ 心肺蘇生法、搬送法、ロープ基本結索 

安全管理 ２ 
危険感受性向上、道路交通関係法規、緊急自動

車の安全運行 
行事その他 0.5 入校式、修了式等 

計 14  

 

(7) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(8) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年４月３日（金）必着 

イ 提出書類 

入校申込書（様式第１号の３） 

(9) その他 

座学および実技を終了後、速やかに受講者名簿（確定版）を提出すること。 
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16 消防団員専科教育警防科 

(1) 目的 

警防活動に必要な知識および技能を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

機関科の修了者または３年以上の消防団経験を有する者 

(3) 到達目標 

ア 火災防ぎょ活動に関する専門的知識および行動原則ならびに各種災害事象における消防団の

役割および活動内容を理解していること。 

イ 災害現場において中核的な活動を遂行できること。 

(4) 期間 

１日目 令和８年10月16日（金）９時30分～16時30分 

２日目 令和８年10月17日（土）９時30分～16時30分 

※ 入校受付はいずれの日も８時50分から９時20分までとする。 

(5) 予備日（「入校手続」４の(3)参照）  

令和８年10月18日（日） 

(6) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話 １ 職責と心構え、組織制度 

火災防ぎょ ６ 通論、火災防ぎょ行動、火災想定訓練 

防災 １ 災害対策、現場活動要領 

安全管理 ２ 危険予知訓練 

訓練礼式 １ 各個訓練、敬礼動作 

行事その他 １ 入校式、修了式等 

計 12  

 

(7) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(8) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年９月11日（金）必着 

イ 提出書類 

入校申込書（様式第１号の３） 

※ 入校申込書は、提出後に欠席等の変更が発生しないよう、慎重な人選のうえ提出すること。 
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17 消防団員専科教育機関科 

(1) 目的 

機関運用に必要な知識および技能を修得させることを目的とする。 

(2) 対象者 

基礎教育の修了者または２年以上の消防団経験を有する者で機関員として従事して 

いる者もしくはその予定の者 

(3) 到達目標 

ア 道路交通関係法令およびポンプ工学に関する専門的知識を有していること。 

イ 消防自動車を迅速かつ的確に運行できるとともに、円滑な機関運用ができること。 

(4) 期間 

ア １回目 

１日目 令和８年５月15日（金）９時30分～16時30分 

２日目 令和８年５月16日（土）９時30分～16時30分 

イ ２回目 

１日目 令和８年12月４日（金）９時30分～16時30分 

２日目 令和８年12月５日（土）９時30分～16時30分 

※ 入校受付は、いずれの日も８時50分から９時20分までとする。 

(5) 予備日（「入校手続」４の(3)参照） 

ア １回目 

令和８年５月17日（日） 

イ ２回目 

令和８年12月６日（日） 

(6) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話 １ 職責と心構え 

道路交通関係法令 １ 道路交通法、道路運送車両法 

緊急走行要領 ２ 緊急走行の基本原則、走行訓練 

ポンプ運用 ５ ポンプの構造と作用、ポンプの運用訓練 

機関整備 ２ 点検整備、故障と対策 

行事その他 １ 入校式、修了式等 

計 12  

 

(7) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(8) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

(ｱ) １回目 

令和８年４月10日（金）必着 

(ｲ) ２回目 

令和８年10月30日（金）必着 

※ 同一年度内の各回に分けて、１日目と２日目をそれぞれ１日ずつ受講する場合でも、入校

申込書を各回で分けて提出してください。 

イ 提出書類 

入校申込書（様式第１号の３） 

※ 入校申込書は、提出後に欠席等の変更が発生しないよう、慎重な人選のうえ提出すること。 

※ 各回の入校者数に偏りが生じないよう、人数割振りを調整ください。  
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18 消防団員幹部教育初級幹部科 

(1) 目的 

初級幹部として必要な見識と、消防活動上必要な知識および技能を養成することを目的とする。 

(2) 対象者 

班長の階級にある者（班長昇進予定者を含む） 

(3) 到達目標 

ア 消防団初級幹部としての職責を自覚し、消防団の運営に必要な規律、災害活動要領および安

全管理を深く理解していること。 

イ 地域住民に対して防災指導を行えること。 

(4) 期間 

１日目 令和８年12月18日（金）９時30分～16時30分 

２日目 令和８年12月19日（土）９時30分～16時30分 

※ 入校受付は、いずれの日も８時50分から９時20分までとする。 

(5) 予備日（「入校手続」４の(3)参照） 

令和８年12月20日（日） 

(6) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話 １ 職責と心構え 

訓練礼式 １ 訓練礼式指導要領 

現場指揮 ３ 現場指揮要領、火災想定訓練 

防災 ２ 災害対策、現場活動要領 

防災指導要領 ２ 
消火訓練指導要領、避難訓練指導要領 

救出・救護訓練指導要領 

安全管理 ２ 危険予知訓練 

行事その他 １ 入校式、修了式等 

計 12  

 

(7) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(8) 入校関係書類（「入校手続」参照） 

ア 提出期限 

令和８年11月13日（金）必着 

イ 提出書類 

入校申込書（様式第１号の３） 

※ 入校申込書は、提出後に欠席等の変更が発生しないよう、慎重な人選のうえ提出すること。 
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19 消防団員幹部教育指揮幹部科現場指揮課程 

(1) 目的 

現場指揮者として必要な見識と、消防活動上必要な知識および技能を養成することを目的とす

る。 

(2) 対象者 

部長または部長と同等の実務経験を有する班長 

(3) 到達目標 

ア 災害時における現場指揮者としての職責を自覚し、現場指揮および安全管理の知識および技

術を有していること。 

イ 大規模災害時に現場指揮者として、火災防ぎょ、水災活動、救助救命、避難誘導および情報

収集・伝達に係る的確な現場指揮、安全管理の知識・技術を有すること。 

ウ 自主防災組織等に対して防災指導を行えること。 

(4) 期間 

１日目 令和８年10月23日（金）９時00分～17時00分 

２日目 令和８年10月24日（土）９時00分～17時00分 

※ 入校受付は、いずれの日も８時20分から８時50分までとする。 

(5) 予備日（「入校手続」４の(3)参照） 

令和８年10月25日(日） 

(6) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話・現場指揮・安全管理 ４ 職責と心構え、現場指揮の重要性、危険要因 

火災防ぎょ訓練 ３ 大規模地震発生時の指揮要領 

水災活動訓練 ２ 風水害時の救助活動、指揮要領 

救助・救命訓練 １ 倒壊家屋等からの救助救命と指揮要領 

避難・誘導訓練 

地域防災指導訓練 
２ 避難誘導要領・初期消火指導要領 

災害情報収集・伝達訓練 １ 捜索活動、情報収集・伝達等の情報共有 

行事その他 １ 入校式、修了式等 

計 14  

 

(7) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(8) 入校関係書類 

ア 提出期限 

令和８年９月18日（金）必着 

イ 提出書類 

入校申込書（様式第１号の３） 

※ 入校申込書については以下の点に留意すること。 

・指揮幹部科分団指揮課程を修了している場合はそのことを備考欄に記載すること。 

・提出後に欠席等の変更が発生しないよう、慎重な人選のうえ提出すること。 
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20 消防団員幹部教育指揮幹部科分団指揮課程 

(1) 目的 

分団の指揮者として必要な見識と、消防活動上必要な知識および技能を養成することを目的と

する。 

(2) 対象者 

分団長または副分団長の階級にある者 

(3) 到達目標 

ア 分団の指揮者としての職責を自覚し、消防団の管理運営および活性化に資する広い知識を有

していること。 

イ 各種災害発生時における分団の管理運営および効果的な現場活動の在り方を深く理解してい

ること。 

(4) 期間 

令和８年11月27日（金）９時00分～17時00分 

入校受付は、８時20分から８時50分までとする。 

(5) 予備日（「入校手続」４の(3)参照） 

令和８年11月28日（土） 

(6) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話・組織制度・安全管理 ２ 職責と心構え、消防団組織の現況   

防災 ２ 災害対策基本法と消防団の役割 

災害対応図上訓練 ２ 部隊等の安全管理、ＤＩＧ訓練 

事例研究 0.5 消防団の充実強化および活性化事例 

行事その他 0.5 入校式、修了式等 

計 ７  

 

(7) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(8) 入校関係書類 

ア 提出期限 

令和８年10月23日（金）必着 

イ 提出書類 

入校申込書（様式第１号の３） 

※ 入校申込書については以下の点に留意すること。 

・指揮幹部科現場指揮課程を修了している場合はそのことを備考欄に記載すること。 

・提出後に欠席等の変更が発生しないよう、慎重な人選のうえ提出すること。 
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21 消防団員特別教育最高幹部教育 

(1) 目的 

最高幹部として必要な見識と社会情勢の変化に対応する管理能力を養成することを目的とす

る。 

(2) 対象者 

団長または副団長の階級にある者 

(3) 期日 

令和９年３月上旬 半日（午後） 

(4) 教科目および時間数 

教  科  目 時間数 内     容 

講話、講演等 ３ 未定 

計 ３  

 

(5) 服装および携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(6) その他 

期日、内容、申込手続等については別途通知による。 
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22 ポンプ操法指導員養成講習 

(1) 目的 

消防団員の消防操法技術の向上を図るため、滋賀県消防操法訓練大会操法実施要領に定めた行

動を適切に指導できる指導者を養成することを目的とする。 

(2) 対象者 

滋賀県消防操法訓練大会への出場を目的として、滋賀県消防操法訓練大会操法実施要領に基づ

き、消防ポンプ操法の指導を行ってきた実績を有する消防職員および消防団員 

(3) 到達目標 

滋賀県消防操法訓練大会操法実施要領に定めた各番員の行動を正しく説明することができる

とともに、自らが各番員の行動が展示でき、規律や節度、敏しょう性、士気、安全性等について

適切な指導が行えること。 

(4) 期間 

ア ポンプ車操法 

令和８年４月23日（木）９時30分～16時30分 

入校受付は、８時50分から９時20分までとする。 

イ 小型ポンプ操法 

令和８年４月24日（金）９時30分～16時30分 

入校受付は、８時50分から９時20分までとする。 

(5) 教科目および時間数 

ア ポンプ車操法 

教    科    目 時間数 

講 義 実施要領 ２ 

実 技 ポンプ車操法 ４ 

計 ６ 

イ 小型ポンプ操法 

教    科    目 時間数 

講 義 実施要領 ２ 

実 技 小型ポンプ操法 ４ 

計 ６ 

 

(6) 携行品 

Ｐ62携行品一覧のとおり 

(7) 入校関係書類 

提出期限および提出書類 

別途通知による。 

※ 入校者枠は、滋賀県消防操法訓練大会における滋賀県消防協会各支部の出場隊数を基準に

決定し、別途通知する。 
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１ 入校申込み 

入校予定者の任命権者（以下「申込者」という。）が、教育訓練実施要綱に基づき、入校申

込書類を提出期限までに消防学校長（以下「校長」という。）に提出するものとする。併せて、

入校申込書様式はエクセルデータ、事例研究資料・訓練計画書・情報交換資料はワードデータ

にて消防学校あてにメールで提出するものとする。 

※ PDF形式には変換しないこと。 

（入校申込書類は、個人情報保護の観点から当校教育訓練の目的以外には一切使用しません。） 

 

２ 入校者の決定 

校長は、入校申込書類を受理したときは、選考のうえ入校の可否を決定し、そのことを申込

者に通知するものとする。 

ただし、消防団員および消防関係者に対する教育は、申込みがあった者の入校を許可するも

のとし、入校許可の通知は省略する。 

 

３ 入校経費 

(1) 支払方法および時期 

ア 消防職員教育については、Ｐ60に定める支払期限までに食費、認定料および登録料を除

く入校経費を口座振込で支払うものとする。なお、食費等については、教育開始後に入校

生本人から徴収する。 

イ 消防職員教育の入校申込書類の提出期限以降の変更（人数減）については、入校経費の

一部を請求する。 

ウ 消防団員教育については、教育終了後、市町長あてに滋賀県消防教育訓練協議会会長（校

長）が発行する入校経費請求書に基づき口座振込で支払うものとする。 

エ 消防団員教育の入校申込書類の提出期限以降の変更（人数減）については、入校経費を

下記のとおり請求する。 

 

＜消防団員教育の入校経費の請求について＞ 

項目 
下記以降の欠席連絡については、該当項目の入校経費を請求する 

※無断欠席については入校経費の全部を請求する 

食費 ４営業日前（起算日は含まない）の午後５時 

図書費(書籍) 入校申込書の提出期限以降※ 

教材費(資料印刷代等) 入校申込書の提出期限以降 

※ 専科教育機関科については、同一年度内で各回を受講する場合に限り、２度目の入校にかか

る図書費は請求しない 

(2) 振込口座 

入校経費の振込口座は、次のとおりとする。 
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 滋賀銀行 能登川支店 普通預金 １４４９２４ 

 

 滋賀県消防教育訓練協議会 副会長 奥野 勝久 

 

 

４ その他 

(1) 消防団員教育における入校者の変更報告について 

入校申込書類の提出後、やむを得ない理由により欠席する場合は、各市町消防団事務担当

者から消防学校担当者に電話連絡するとともに、朱書き訂正した入校申込書様式をエクセル

データにて消防学校あてにメールで再提出すること。また、基礎教育については、教育終了

後に受講者名簿（確定版）を提出すること。 

(2) 消防団員教育受講証明書の交付 

消防団員教育において、教育の一部が未受講の場合は、次のとおり取り扱う。 

ア 教育の一部のみを受講した者には、消防団員教育受講証明書（以下「受講証明書」と

いう。）を交付する。 

イ 受講証明書の交付は、１日を単位とする。 

ウ 受講証明書の効力は原則翌年度(※１)までとし、学校の判断により翌年度の教育を中

止または延期した（※２）場合は受講年度の翌々年度(※３)まで認める。 

※１ 隔年実施の教育の場合、次回教育実施年度 

※２ 例えば、下記⑶の警報が発令された場合や感染症法に基づく措置が必要な場合。 

※３ 隔年実施の教育の場合、次々回教育実施年度 

エ 修了証書の交付は、その教育の未受講分を受講したときに交付する。 

(3) 消防団員教育時における警報発令時の対応 

消防団員教育実施当日において彦根地方気象台から気象情報として「警報」が発令され

ている場合の対応については、次のとおり取り扱う。 

ア 気象情報名 

彦根地方気象台が発令した「警報」 

イ 警報発令時の取扱い 

(ｱ) 実施当日の午前６時現在において、滋賀県内のいずれかの地域に警報が発令されて

いる場合は、当日予定している消防団員教育を延期する。 

(ｲ) 第１日目に警報が発令され延期とした場合は、第１日目の日課を第２日目に行い、第

２日目の日課を予備日に実施する。 

 また、第２日目に警報が発令され延期とした場合は、第２日目の日課を予備日に実施

する。 

(ｳ) 予備日に再度警報が発令されている場合は、当該教育を中止とする。 

ウ 中止した場合の一部受講者の取扱い 

中止したことにより全課程を修了できなかった者には、受講分について受講証明書を交

付する。この場合の課程の修了の取扱いは、４(2)のウおよびエに準じるものとする。 
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エ その他 

(ｱ) 実施当日の午前６時現在において、警報が発令されていて教育を延期または中止し

た場合、その連絡は行わない。 

 なお、午前６時以降に発令された場合は、状況に応じて校長の判断により教育を延期

または中止することもある。 

(ｲ) 受講証明書の交付を受けている者で、受講を予定していた教育が中止となった場合

は、４(2)のウおよびエに準じるものとする。 

(4) その他やむを得ない理由等により消防団員教育を中止する場合の対応 

警報発令時や感染症法に基づく措置が必要な場合以外のその他やむを得ない理由等によ

り消防団員教育を中止する場合の対応については、次のとおり取り扱う。 

ア 教育を中止する場合、各市町・消防(局)本部担当窓口あてに連絡するものとする。 

イ 受講証明書の交付を受けている者で、受講を予定していた教育が中止となった場合は、

４(2)のウおよびエに準じるものとする。 

(5) 各消防団員教育共通の留意事項 

ア 教育当日、都合により急遽欠席する場合は、必ず市町消防団事務担当窓口に連絡し、各

市町消防団事務担当者から消防学校へ連絡すること。 

 ただし、各市町消防団事務担当窓口に繋がらない場合は、本人から消防学校へ連絡する

こと。 

イ 学校敷地内は、全面禁煙（駐車中の車両内においても同様）とする。また、学校付近の

路上での喫煙についても車両通行の妨げになり危険であるため禁止とする。 

ウ 座学の講義中は換気のために、適宜窓を開放するため、教育実施時期によっては冷え込

むことも予想されるので、各自で防寒着等を持参するなど防寒対策に注意すること。 

エ 教育当日の持ち物については、Ｐ62に記載のとおりであるが、靴は可能な限り防火長靴

または安全靴とする。また、雨具（カッパ）を忘れず持参すること。 

オ 開門前の学校前道路での待機駐車は周辺住民等の迷惑となるので厳禁とする。 

※ 開門時間は、各教育入校受付20分前とする。 

 

 
 
 

＜問い合わせ＞ 

滋賀県消防学校 

〒521-1213 東近江市神郷町314番地 

TEL：0748-42-1000 FAX：0748-42-1001 

E-mail：as30@pref.shiga.lg.jp 
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様
式

第
１

号
(
第

５
条

関
係

)
　

番
　

　
　

　
　

　
　

号

（
宛

先
)

年
　

　
　

月
　

　
　

日

滋
賀

県
消

防
学

校
長

 
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防

（
局

)
 
長

氏
　

　
　

　
名

　
　

　
　

滋
賀

県
消

防
学

校
消

防
職

員
初

任
教

育
に

下
記

の
者

を
入

校
さ

せ
た

い
の

で
、

申
し

込
み

ま
す

。

　
　

な
お

、
健

康
診

断
の

結
果

、
特

に
異

常
な

い
も

の
と

認
め

ま
す

。

番
号

階
　

級
所

　
属

・
職

　
名

氏
　

　
名

ふ
 
り

 
が

 
な

年
齢

性
別

注
１

　
入

校
日

時
点

の
満

年
齢

を
年

齢
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
２

　
健

康
診

断
の

結
果

等
で

、
特

記
事

項
が

あ
れ

ば
備

考
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
３

　
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
適

宜
欄

を
設

け
て

記
入

し
、

ま
た

は
別

紙
に

欄
を

設
け

て
記

入
の

上
、

別
紙

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
別

紙
を

添
付

す
る

　
　

　
場

合
は

、
こ

の
入

校
申

込
書

に
適

宜
「

別
紙

の
と

お
り

」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

（
宛

先
)

番
　

　
　

　
　

　
　

号

消
防

（
局

）
長

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

　
　

滋
賀

県
消

防
学

校
規

則
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
上

記
の

職
員

の
入

校
を

許
可

し
ま

す
。

滋
賀

県
消

防
学

校
長

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
考

入
　

　
校

　
　
申

　
　
込

　
　

書

　
　

　
記
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様
式

第
１

号
の

２
(
第

５
条

関
係

)

番
　

　
　

　
　

　
　

号

（
宛

先
)

年
　

　
　

月
　

　
　

日

滋
賀

県
消

防
学

校
長

 
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防

（
局

)
 
長

氏
　

　
　

　
名

　
　

　
　

滋
賀

県
消

防
学

校
消

防
職

員
　

　
　

　
教

育
に

下
記

の
者

を
入

校
さ

せ
た

い
の

で
、

申
し

込
み

ま
す

。

番
号

階
　

級
所

　
属

・
職

　
名

氏
　

　
名

ふ
 
り

 
が

 
な

年
齢

性
別

初
任

教
育

食
物
ア

レ
ル

ギ
ー

有
無

注
１

　
年

齢
は

入
校

日
時

点
の

満
年

齢
を

年
齢

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
２

　
初

任
教

育
修

了
年

度
を

初
任

教
育

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（

例
：

令
和

〇
年

度
修

了
の

場
合

、
R
〇

）

　
３

　
当

校
で

直
近

の
修

了
済

み
の

教
育

訓
練

名
と

修
了

年
度

を
備

考
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
４

　
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
適

宜
欄

を
設

け
て

記
入

し
、

ま
た

は
別

紙
に

欄
を

設
け

て
記

入
の

上
、

別
紙

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
別

紙
を

添
付

す
る

場
合

は
、

こ
の

入
校

申
　

　

　
 
　

 
込

書
に

適
宜

「
別

紙
の

と
お

り
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
宛

先
)

番
　

　
　

　
　

　
　

号

消
防

（
局

）
長

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

　
　

滋
賀

県
消

防
学

校
規

則
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
上

記
の

職
員

の
入

校
を

許
可

し
ま

す
。

滋
賀

県
消

防
学

校
長

入
　
　

校
　
　

申
　
　
込

　
　

書

　
　

　
記

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
考

- 37 -



様
式
第

１
号
の
３
(第

５
条
関
係
)

番
　
　
　
　
　
　
　
号

（
宛

先
)

年
　
　
　
月
　
　
　
日

滋
賀

県
消
防
学
校
長
 　

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

消
防
団
長

氏
　
　

名
　
　

担
当
者
氏
名

連
 
絡
 
先

　
　
滋
賀
県
消
防
学
校
消
防

団
員
　
　
　
　

教
育
に
下
記
の
者
を
入
校
さ
せ
た
い
の
で

、
申
し
込
み
ま
す
。

番
号

階
　
級

氏
　
　
名

ふ
 り

 が
 な

年
齢

性
別

第
１
日
目

第
２
日
目

注
１

　
年
齢
は
入
校
日
時
点

の
満
年

齢
を
年
齢
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

　
２

　
欄
が
不
足

す
る
場
合
は
、

適
宜
欄
を
設
け
て
記
入
し

、
ま
た
は
別
紙
に
欄
を
設
け
て

記
入
の
上
、
別
紙
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た

、
別
紙
を
添
付

　
　

　
す
る
場
合

は
、
こ
の
入
校
申

込
書
に
適
宜
「
別
紙
の
と
お
り

」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

入
　
　
校
　
　

申
　
　
込
　
　
書

　
　
　
記

備
　
　
　
　
　
　
考

- 38 -



⑴
　
「
階
級
」

欄

⑵
　
「
第
１
日
目

」
「
第
２
日
目
」
欄

(3
)　

「
備
考
」

欄

　
以
下
の
表
の
と
お
り

記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

「
備
考
」
欄
に
記
載
す
べ
き
内
容

　
全
教
育
（
共
通

）

入
校
申
込
書

（
様
式

第
１
号
の
３
）
の
記
入
要
領

-

上
記
⑴
但
書
に
該
当
す

る
場
合

「
消
防
団
員
の
階
級
の

基
準
」

上
の
相
当
す
る
階

級

　
消
防
庁
が
定
め
る

「
消

防
団
員
の
階
級
の
基
準
」
で
示
さ
れ
て
い
る

「
団
長
、
副
団
長
、

分
団
長
、
副
分
団
長
、
部
長
、
班
長
、
団
員
」
の
う
ち

該
当

す
る
階
級
を

記
入
し

て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
各
市
町

の
規
則
で
、
別
に
階
級
を
定
め

て
い
る
場
合
（
【
例
】
機
械
班
長
）
は
、
そ
の
該
当

す
る

階
級
を
記
入
し

、
備
考

欄
に
「
消
防
団
員
の
階
級
の
基
準

」
上
の
相
当
す
る
階
級
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

　
出
席
の
場
合
は

○
印
、

欠
席
の
場
合
は
×
印
を
各
欄
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

  
基
礎
教
育

の
入
校
申
込

に
つ
い
て
は
、
第
１
日
目
、
第
２

日
目
欄
に
教
育
種
別
（
座
学
or

実
技
）
と
実
施
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
過
去
に

（
一
部

）
受
講
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る

場
合
は
、
該
当
欄
に
そ
の

旨
（
令
和
○
年
度
受
講
済
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

基
礎

教
育

修
了

年
度
ま

た
は
入

団
年

度

分
団

名
（

お
よ

び
分

団
指

揮
課

程
修

了
年

度
）

分
団

名
（

お
よ

び
現

場
指

揮
課

程
修

了
年

度
）

班
長
昇
進
の

予
定

年
度

な
し

専
科
教
育
機
関
科

幹
部
教
育
初
級
幹
部
科

幹
部
教

育
指
揮
幹
部
科
現
場
指
揮
課
程

幹
部
教

育
指
揮
幹
部
科
分
団
指
揮
課
程

特
別
教
育
最
高
幹
部
教
育

入
団
年
度

機
関
科
修
了
年
度

ま
た
は
入
団
年
度

機
関

科
令

和
○

年
度

修
了
ま

た
は
平

成
○

年
度

入
団

教
育

訓
練
の
種
別

基
礎
教
育

専
科
教
育
警
防
科

○
○
分

団
（

現
場

指
揮

課
程

令
和
○

年
度

修
了
）

○
○
分

団
（

分
団

指
揮

課
程

令
和
○

年
度

修
了
）

令
和

○
年

○
月

班
長

昇
進

予
定

記
入
例

令
和
○
年
度

班
長

基
礎

教
育

令
和
○

年
度

修
了
ま

た
は
平

成
○

年
度

入
団
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別紙様式Ａ

所属 氏名

１　アレルギー症状　　対象アレルゲンを選択してください。

小麦※① 鶏卵※② 乳製品※③ えび※④ かに※④ そば 落花生

　その他の食物アレルギー

　症状について （例：アナフィラキシーを起こしたことがある、じんましん、嘔吐等）

　※①の小麦で「〇」を選択された方は下記で該当の可否を選択してください。
醤油 パン粉 つなぎ パン

備考

　※②の鶏卵で「〇」を選択された方は下記で該当の可否を選択してください。
生卵 半熟卵 加熱卵 つなぎ

マヨネーズ 練り製品

備考

　※③の乳製品で「〇」を選択された方は下記で該当の可否を選択してください。
牛乳 ヨーグルト チーズ 乳成分

パン

備考

※④のえび、かに で「〇」を選択された方は下記で該当の可否を選択してください。
キムチ 味付け海苔 わかめ ふりかけ

フライ類 チリソース

備考

２　上記１の除去食はどなたが判断しましたか。

３　アレルギー検査をうけたことはありますか。
検査日

陽性の食物名

４　日常生活での対処方法、その他意見等ある場合は記入してください。

鶏卵

えび、かに

乳製品

ベーコン、ウインナー、ハム うどん、パスタ、中華麺

ベーコン、ウインナー、ハム

ベーコン、ウインナー、ハム バター、マーガリン

食物アレルギー調査表

本体のみ

エキス、成分にも反応

小麦

記入年月日 令和　　年　　月　　日

　　　　　年　　　　　月頃

ご記入ありがとうございました。
なお、この個人情報は食物アレルギー対応以外には利用しません。

いいえ（下記記載不要です）
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別
紙
様
式
Ｂ
の
１

番
号

氏
名

ふ
り
が
な

性
別

生
年
月
日

年
齢

郵
便
番
号

住
所

電
話
番
号

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

通
学
バ
ス

（
例

）
消
防
　
太
郎

し
ょ
う
ぼ
う
　
た
ろ
う

男
平
成
1
8
年
4
月
3
0
日

2
0

5
2
1
-
1
2
1
3

滋
賀
県
東
近
江
市
神
郷

町
3
1
4

0
7
4
8
-
4
2
-
1
0
0
0

無
し

利
用
す
る

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

現
住
所
（
令
和
8
年
4
月
1
日
現
在
）

【
消
防
（
局
）
本
部
名
】
　
○
○
消
防
（
局
）
本
部
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別
紙
様
式
Ｂ
の
２

番
号

氏
名

ふ
り
が
な

職
歴

救
急
救
命
士
資
格

自
動
車
運
転
免
許

（
例
）

消
防
　
太
郎

し
ょ
う
ぼ
う
　
た
ろ
う

○
○
大
学
○
○
学
部
○
○
学
科

卒
業
見
込

な
し

取
得
予
定

普
通
（
A
T
限
定
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

最
終
学
歴

【
消
防
（
局
）
本
部
名
】
　
○
○
消
防
（
局
）
本
部
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別
紙
様
式
Ｂ
の
３

番
号

氏
名

ふ
り
が
な

氏
名

続
柄

郵
便
番
号

住
所

電
話
番
号

（
例
）

消
防

　
太

郎
し
ょ
う
ぼ
う
　
た
ろ
う

消
防
　
花
子

母
5
2
0
-
8
5
7
7

滋
賀
県
大
津
市
京
町
4
-
1
-
1

0
7
7
-
5
2
8
-
3
9
9
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

【
消
防
（
局
）
本
部
名
】
　
○
○
消
防
（
局
）
本
部

緊
急
連
絡
先
（
令
和
8
年
4
月
1
日
現
在
）
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別紙様式Ｃ

　　　　　　　　　　　　　【消防（局）本部名】　○○消防（局）本部

有無 内容 訓練実施上および寮生活上配慮すべき事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ケガ・既往歴等一覧表

 注  Excel形式のままメール送付ください。

番号 氏名

ケガ・既往歴等
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別
紙
様
式
Ｄ

消
防
職
員
初
任
教
育
　
サ
イ
ズ
調
査
表

身
長

体
重

運
動
靴

安
全
靴

cm
kg

上
（

長
袖

）
下

（
長

ズ
ボ

ン
）

c
m

c
m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備
考

【
消
防
（
局
）
本
部
名
】
　
○
○
消
防
（
局
）
本
部

防
火

手
袋

体
操

服
年

齢
Tｼ

ｬ
ﾂ

ﾊ
ｰ
ﾌ

ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾂ

革
手
袋

番
 号

氏
　

　
名

ふ
り

が
な

性
別

ケ
ブ

ラ
ー

手
袋
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別
紙
様
式
Ｅ

番
号

本
部
名

氏
　
　
　
名

年
齢

身
長

体
重

足
の

サ
イ
ズ

手
袋
の

サ
イ
ズ

S
<
M
<
L

<
L
L

ウ
ェ
ッ
ト
の

サ
イ
ズ

※
１

潜
水
（
ス
ク
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
）
経
験

「
あ
る
」
「
な
い
」
で
回
答

※
あ
る
場
合
年
数
・
回
数
等
を
記
入

ス
キ
ン
ダ
イ
ビ
ン
グ
経
験

「
あ
る
」
「
な
い
」
で
回
答

※
あ
る
場
合
年
数
・
回
数
等
を
記

入

お
ぼ
れ
経
験

訓
練
に
対
す
る
不
安

「
あ
る
」
「
多
少
あ
る
」
「
な
い
」
で
回

答
※
あ
る
場
合
は
具
体
的
に

水
に
対
す
る
恐
怖

「
あ
る
」
「
多
少
あ
る
」
「
な
い
」
で
回

答
※
あ
る
場
合
は
具
体
的
に

ク
ロ
ー
ル

（
ｍ
）

平
泳
ぎ

（
ｍ
）

水
泳
経
験

潜
水
士

免
許

記
入
例

滋
賀
県

消
学
　
太
郎

2
8

1
7
8
.0

7
5
.0

2
7
.0

L
L
M
X

な
い

５
回
(レ
ジ
ャ
ー
程
度
）

な
い

あ
る

花
粉
症
の
た
め
耳
抜
き
に
不
安
あ

り
な
い

2
,0
0
0

2
,0
0
0

小
学
校
２
年
生
か
ら
6

年
生
ま
で
ス
イ
ミ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

有

1 2 3 4

※
１
　
下
記
の
サ
イ
ズ
表
を
見
て
サ
イ
ズ
を
記
入
す
る
こ
と
。

※
２
　
既
往
歴
記
入
に
つ
い
て
下
記
を
参
考
と
し
記
入
す
る
こ
と
。

ウ
エ
ッ
ト
ス
ー
ツ
サ
イ
ズ
表
　
　
（
参
考
）

耳
鼻
系

ア
レ
ル
ギ
ー

・
メ
ニ
エ
ル
氏
病

・
花
粉
症

・
中
耳
炎
、
鼓
膜
穿
孔

・
食
べ
物

・
耳
管
狭
さ
く
を
伴
う
疾
病

・
鼻
炎
、
蓄
膿
症
等

運
動
器

・
関
節
炎
、
リ
ウ
マ
チ

呼
吸
器
系

・
肺
結
核
、
急
性
上
気
道
感
染

そ
の
他

・
じ
ん
肺
、
肺
気
腫
、
ぜ
ん
そ
く
等
・
肥
満
症
、
バ
セ
ド
ー
氏
病

・
内
分
泌
系
、
物
質
代
謝
又
は
栄
養
の
疾
病

精
神
神
経
系

・
精
神
神
経
症

・
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
神
経
痛

循
環
器
系
、
血
液

・
心
疾
患
（
心
臓
弁
膜
症
等
）

・
高
血
圧
症
、
貧
血
症
等

（
医
師
の
診
察
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
耳
抜
き
が
し
に
く
い
、
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
着
用
等
、
不
安
が
あ
れ
ば
記
載
す
る
こ
と
）

消
防
職
員
特
別
教
育
水
難
救
助
教
育
　
事
前
調
査
票

既
往
症
等

※
２

花
粉
症

【
消
防
（
局
）
本
部
名
】
　
○
○
消
防
（
局
）
本
部
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■初任教育入校許可申請時の健康診断および聞き取り調査について 

 

各消防（局）本部において、下記のとおり実施してください。 

 

記 

 

１ 検査項目 

(1)既往症 (2)自覚症状 (3)身長および体重 (4)視力 (5)聴力  

(6)胸部レントゲン (7)（安静時）心電図 (8)（負荷時）心電図  

(9)血圧および血液型 (10)貧血検査 (11)血中脂質検査 (12)肝機能検査 

(13)検尿検査 (14)運動機能障害 (15)その他疾患 (16)特記事項 (17)総合所見 

（注）既往症等がある場合または加療中である場合は、長期間の学校生活に対する支障の有

無について医師の判断を受けること。この場合、次の事項を条件とする。 

ア ６か月間の全寮制教育であること。 

イ 入校中、通院が不可であること。 

ウ 食事療法は、給食業務の関係上、実施できないこと。 

エ 早朝等に体操およびランニングを実施すること、および瞬発力、持久力を養う激

しい運動を実施すること。 

オ 消防活動訓練（ポンプ操法、救助、機器取扱等訓練）を実施すること。 

カ 抜き打ちの出動準備訓練を適宜実施すること。 

キ 高所訓練を実施すること。 

上記検査項目の例示のうち、貧血検査、血中脂質検査、肝機能検査、検尿検査の具体

的な項目は次のとおりとする。貧血検査は血色素量、赤血球数およびヘマトクリット、

血中脂質検査は総コレステロールおよび中性脂肪、肝機能検査はＧＯＴ、ＧＰＴおよび

γ－ ＧＴＰ、検尿検査は尿蛋白、尿糖、尿潜血および尿ウロビリノーゲンとする。 

なお、健康診断は上記検査項目を充足していればよく、他の検査項目の実施を妨げる

ものではない。 

 

２ 健康診断書 

健康診断書は、各消防（局）本部で保管するものとし、入校許可申請時の健康診断書の

提出は必要ないものとする。ただし、各消防（局）本部において、入校予定者のケガ・既往

歴等を上記アからキの内容を考慮した上で十分に把握し、別紙様式Ｃにより訓練実施上およ

び寮生活上配慮すべき事項の有無およびその内容を消防学校まで連絡してください。 

 

３ 食物アレルギー調査 

入校予定者のうち食物アレルギーがある者について、聞き取りを行ったうえで、別紙様

式Ａにより消防学校まで連絡してください。 
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事 例 研 究 等 
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事  例  研  究 

１ 目的 

消防職員として検討を要するものや、問題点となっている消防行政上の諸事例等につい

て、教育生同士で研究し、議論することで問題に対応する思考や実践方法を身につけるこ

とを目的とする。 

２ 対象 

消防職員教育のうち別表の教育については、教科目のひとつとして事例研究を実施する。 

３ 書類の事前提出 

事例研究の討議を効率的に行うため、各教育訓練実施要綱に定める期限までに討議のた

めの資料を別紙様式によりメールにて提出すること。 

提出テーマ数については、各入校生につき１題とする。 

４ テーマ 

事例研究のテーマについては、教育種別ごとに次の中から選択するものとする。 

内容は単に体験発表的なものではなく、研究、討議し得るものとし、背景、現状、問題点

が十分理解できるようにすること。 

＜別表＞ 

教 育 種 別 テ    ー    マ 

専 科 教 育 警 防 科 
消防戦術事例、警防行政事例、特異災害事例、訴訟事例、

安全管理事例 

専 科 教 育 予 防 査 察 科 
違反処理事例、予防行政に関すること 

査察事例、消防用設備設置指導事例 

専 科 教 育 危 険 物 科 危険物規制実務事例、違反処理事例、災害事例 

専 科 教 育 救 急 科 

救急業務実施上の問題点、救急隊員の教育 

応急手当の普及・啓発、関係機関との連携 

救急需要対策、救急症例、その他 

専 科 教 育 救 助 科 

※ 次の災害に関する訓練計画書を作成すること。 

火災救助、高所救助、低所救助、山岳救助、中州救助、

ＮＢＣ災害対応救助、震災救助、土砂災害救助等 

幹 部 教 育 初 級 幹 部 科 
人事管理事例、苦情事例、安全管理事例 

訴訟事例、特異災害事例 

幹 部 教 育 中 級 幹 部 科 
人事管理事例、苦情事例、安全管理事例 

訴訟事例、特異災害事例 

特 別 教 育 救 助 隊 長 教 育 
救助活動事例、安全管理事例、人事管理事例（人材育成

に関すること等） 

※網掛け部分の教育は、令和８年度は実施しない 
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事 例 研 究 資 料 

 

所   属 テ    ー    マ 出題者氏名 

   

 

題 名 
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１／３ 

訓練計画書 
所属     氏名          

 

訓練目的  

   

想 定  

※実働実施時間15分 

活動人数 救助隊        名 

支援隊        名 

 

 

 

訓練施設の状況  

※訓練実施に必要と思われる図面及び写真等 
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 ２／３ 
 

使用資機材  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練要領  
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 ３／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全管理計画  

安全管理の注意事項 
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 １／３ 

訓練計画書（記載例）  

所属 大津  氏名 滋賀 太郎    

 

訓練目的 宙吊り救助 

   

想 定 ・10階建てビル、８階部分において窓清掃業者の従業員１名が宙吊り状態となったもの。 

・自己のハーネスのみで宙吊り状態。 

・高所のため、ＧＬからのアプローチは不可能。アプローチは10階からのみ他階不可能。 

また、はしご車の活用も不可能。 

・救出面下部は河川があるため、要救助者は10階に救出すること。 

・要救助者情報  

40歳男性、ＪＣＳ１ケタ（現場到着時）⇒ 悪化し救出時にはＪＣＳ３ケタ 

※実働実施時間15分 

活動人数 救助隊    ５ 名 

支援隊      名 

関係者    １ 名 

要救助者   １ 名（生体） 

 

訓練施設の状況  

※訓練実施に必要と思われる図面及び写真等 

 

 

 

 

 

内部の支点はすべて使用可能 

要救助者は生体 

安全マット設置 
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 ２／３ 

 

使用資機材  

・編みロープ  30ｍ×３本 

20ｍ×２本 

・テープスリング 数本（支点用、あぶみ用） 

・ロープバック×２ 

・カラビナ 多数 

・ハーネス 救助隊員×５ 

・ＩＤ×１ 

・ストップ×１ 

・アッセンション（左）×１ 

・ツインプーリー×１ 

・拡声器×１ 

・安全マット×１ 

・ピタゴール×１ 

・安全帯×１ 

・トランシーバー×２ 

 

 

 

 

 

 

訓練要領  

 

訓練要領 

①指令書 

②現場到着前事前命令 

・使用資器材準備 

・個人装備全員着装 

③現場到着 

・状況確認 

・方針決定 

・要救助者及び活動隊員への安全管理 

④救助活動 

・隊員進入（懸垂降下） 

・落下防止措置 

・救出ロープ投入 

・要救助者をピタゴールに収容 

・障害解除 

・救出開始（１０階に救出） 

・救出完了 

 

訓練想定終了 
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 ３／３ 

 

 

  

安全管理計画  

安全管理の注意事項 

・隊員の体調確認 

・降下位置及び救出地点に安全マット設置 

・ＧＬからのスタート、資器材は３階に持ってあがる 

・高所のため自己確保の徹底（自己確保用ロープは訓練中に設定） 

・確認呼称の徹底 

・進入隊員と上部活動隊員との連携 

・要救助者との早期接触と落下防止措置 
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情 報 交 換 資 料 

 

                 所属        氏名           

 テーマ 
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別 表 
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別
表

１
 
教

育
期
間
等
 

教
 
 
 

 
育
 

 
 

 
種
 

 
 

 
別

 
教
 
 

育
 
 

期
 
 

間
 

教
育
日
数

 
時
間
数

 
回
数

 
入
 
校

 

予
定
者

 
対

 
 

 
 

 
 

 
 
象

 
 

 
 

 
 

 
 
者

 
備

 
考

 

消
     

防
     

職
     

員
 

初
任
教
育

 
令

和
８

年
４

月
６

日
（
月

）
～
令

和
８
年

９
月

25
日
（

金
）

 
11
5日

 
82

4
 

１
 

65
 

新
任

消
防

職
員

 
全

寮
制

 

専
科
教
育

 

警
防

科
 

令
和

８
年

11
月
1
2
日
（
木

）
～
令

和
８

年
11

月
26

日
（

木
）

 
10
日

 
70

 
１
 

24
 

消
防

司
令

補
ま

た
は

消
防

士
長
（

そ
の

予
定

者
で

、
警

防
業

務
経

験
５

年
以

上
の

者
を

含
む

）
の

階
級

に
あ

っ
て

警
防

業
務

に
従

事
す

る
者
 

全
寮

制
 

特
殊

災
害

科
 

（
隔

年
実

施
に
つ

き
令
和

８
年
度

は
実
施

し
な
い

）
 

７
日

 
49

 
 

 
消

防
司

令
補

ま
た

は
消

防
士

長
（

そ
の

予
定

者
で

、
警

防
業

務
経

験
５

年
以

上
の

者
を

含
む

）
の

階
級

に
あ

る
者

 
全

寮
制

 

予
防

査
察

科
 

令
和

８
年

12
月
1
4
日
（
月

）
～
令

和
８
年

12
月
25

日
（

金
）

 
10
日

 
70

 
１
 

25
 

予
防

査
察

業
務

に
従

事
す

る
者

 
全

寮
制

 

危
険

物
科

 
（

隔
年

実
施
に
つ

き
令
和

８
年
度

は
実
施

し
な
い

）
 

５
日

 
35

 
 

 
危

険
物

規
制

業
務

に
従

事
す

る
者

 
全

寮
制

 

火
災

調
査

科
 

（
隔

年
実

施
に
つ

き
令
和

８
年
度

は
実
施

し
な
い

）
 

10
日

 
70

 
 

 
火

災
調

査
業

務
に

従
事

す
る

者
 

全
寮

制
 

救
急

科
 

令
和

９
年

１
月
７

日
（
木

）
～

令
和
９
年

３
月
11

日
（

木
）

 
43
日

 
30

1
 

１
 

53
 

新
し

く
救

急
業

務
に

従
事

し
よ

う
と

す
る

者
 

全
寮

制
 

一
部

 

通
学

制
 

救
助

科
 

（
隔

年
実

施
に
つ

き
令
和

８
年
度

は
実
施

し
な
い

）
 

25
日

 
17

5
 

 
 

警
防

業
務

経
験

５
年

程
度

の
者

で
、
救

助
業

務
に

従
事

し
て

い
る

者
も

し
く

は
そ

の
予

定
の

者
 

全
寮

制
 

幹
部
教
育

 

初
級

幹
部

科
 

令
和

８
年

11
月
3
0
日
（
月

）
～
令

和
８
年

12
月
11

日
（

金
）

 
10
日

 
70

 
１
 

14
 

主
と

し
て

消
防

司
令

補
の

階
級

に
あ

る
者
（

消
防

士
長

の
階

級
に

あ
る

者
で

あ
っ

て
、
部

隊

ま
た

は
係

の
長

で
あ

る
者

を
含

む
）

 
全

寮
制

 

中
級

幹
部

科
 

令
和

８
年

10
月
1
9
日
（
月

）
～
令

和
８
年

10
月
27

日
（

火
）

 
７
日

 
49

 
1 

14
 

主
と

し
て

消
防

司
令

の
階

級
に

あ
る

者
（

消
防

司
令

補
の

階
級

に
あ

る
者

で
あ

っ
て

、
組

織

の
管

理
を

職
務

と
す

る
者

を
含

む
）

 
全

寮
制

 

上
級

幹
部

科
 

（
隔

年
実

施
に
つ

き
令
和

８
年
度

は
実
施

し
な
い
）

 
３
日

 
21

 
 

 
主

と
し

て
消

防
司

令
長

の
階

級
に

あ
る

者
（

消
防

管
理

職
員

で
課

長
級

ま
た

は
課

長
補

佐
の

職
に

あ
る

者
を

含
む

）
 

全
寮

制
 

特
別
教
育

 

特
別

幹
部

教
育

 
令

和
８
年

４
月
６

日
（
月

）
～
令

和
８

年
９

月
24

日
（

木
）

 
約

35
日

 
約

24
5
 

１
 

７
 

消
防

司
令

補
ま

た
は

消
防

士
長

の
階

級
に

あ
る

者
 

全
寮

制
 

水
難

救
助

教
育

 
令

和
８
年

６
月
2
2
日
（
月

）
～

令
和
８

年
７

月
３

日
（

金
）

 
10
日

 
70

 
１
 

18
 

水
難

救
助

の
専

門
的

知
識

お
よ

び
技

術
の

修
得

を
必

要
と

す
る

者
で

、
水

難
救

助
に

対
応

で

き
る

泳
力

が
あ

り
、
定

期
健

康
診

断
に

お
い

て
異

常
が

認
め

ら
れ

な
い

者
で

あ
り

高
気

圧
作

業
安

全
衛

生
規

則
第

四
十

一
条

各
号

に
該

当
し

な
い

者
 

全
寮

制
 

指
揮

隊
教

育
 

令
和

８
年

11
月
４

日
（
水

）
～
令

和
８
年

11
月
10

日
（

火
）

 
５
日

 
35

 
１
 

22
 

消
防

司
令

ま
た

は
消

防
司

令
補

の
階

級
に

あ
っ

て
現

場
指

揮
を

行
う

者
 

全
寮

制
 

体
育

指
導

員
教

育
 

（
隔

年
実

施
に
つ

き
令
和

８
年
度

は
実
施

し
な
い
）

 
２
日

 
14

 
 

 
主

と
し

て
消

防
司

令
補

の
階

級
に

あ
る

者
で

、
体

力
管

理
指

導
に

従
事

し
て

い
る

者
ま

た
は

そ
の

予
定

に
あ

る
者

 
通

学
制

 

は
し

ご
自

動
車

等
操

作
員

教
育

 
令

和
８

年
12

月
1
5
日
（
火

）
～
令

和
８
年

12
月
17

日
（

木
）

 
３
日

 
21

 
１
 

18
 

現
に

は
し

ご
自

動
車

等
の

運
用

に
従

事
し

て
い

る
者

ま
た

は
そ

の
予

定
に

あ
る

者
で

、
は

し

ご
自

動
車

等
の

安
全

な
運

用
に

つ
い

て
責

任
を

有
す

る
者

 
通

学
制

 

女
性

消
防

職
員

教
育

 
別
途
通
知

 
１
日

 
３

 
１
 

16
 

別
途

通
知

 
通

学
制

 

救
助

隊
長

教
育

 
令

和
８

年
10

月
１

日
（
木

）
～
令

和
８
年

10
月
15

日
（

木
）

 
10
日

 
70

 
１
 

17
 

救
助

業
務

に
従

事
し

て
い

る
者

ま
た

は
そ

の
予

定
の

者
の

う
ち

、
消

防
司

令
補

ま
た

は
消

防

士
長

の
階

級
に

あ
っ

て
専

科
教

育
救

助
科

を
修

了
し

た
者
、
も

し
く

は
消

防
長

が
同

等
の

能

力
が

あ
る

と
認

め
た

者
 

全
寮

制
 

通
信

指
令

教
育

 
令

和
８

年
10

月
2
8
日
（
水

）
～
令

和
８
年

10
月
30

日
（

金
）

 
３
日

 
21

 
１
 

９
 

通
信

指
令

業
務

に
従

事
す

る
者

、
ま

た
は

通
信

指
令

業
務

に
従

事
す

る
予

定
の

者
 

全
寮

制
 

緊
急

消
防

援
助

隊
受

援
教

育
 

令
和
９
年

１
月
2
6
日
（
火

）
～
令

和
９
年

１
月
28

日
（

木
）

 
３
日

 
21

 
１
 

18
 

緊
急

消
防

援
助

隊
業

務
に

携
わ

る
可

能
性

の
あ

る
消

防
司

令
補

以
上

の
階

級
に

あ
る

者
 

通
学

制
 

消
 

 防
 

 団
 

 員
 

基
礎
教
育

 

令
和

８
年

４
月
３

日
（
金

）
～
令

和
８

年
８

月
31

日
（

月
）

 

ま
で

の
期

間
内
に

お
い
て

１
日
座

学
（
動

画
視
聴
型
講

義
）

 

※
実

技
訓

練
の
実

施
日
お

よ
び
会

場
別
途

調
整

 

２
日

 
14

 
１
 

50
0
 

新
任

の
消

防
団

員
 

 

専
科
教
育

 

警
防

科
 

令
和

８
年

1
0月

1
6
日
（
金

）
・

1
0
月

17
日

（
土
）

 
２
日

 
12

 
１
 

75
 

機
関

科
の

修
了

者
ま

た
は

３
年

以
上

の
消

防
団

経
験

を
有

す
る

者
 

 

機
関

科
 

【
１

回
目

】
令
和

８
年

５
月
15

日
（
金
）

・
５

月
16
日

（
土
）

 

【
２

回
目

】
令
和

８
年

12
月
４

日
（
金
）

・
1
2月

５
日

（
土
）

 
２
日

 
12

 
２
 

16
0
 

基
礎

教
育

の
修

了
者

ま
た

は
２

年
以

上
の

消
防

団
経

験
を

有
す

る
者

で
機

関
員

と
し

て
従

事
し

て
い

る
者

も
し

く
は

そ
の

予
定

の
者

 
 

幹
部
教
育

 

初
級

幹
部

科
 

令
和

８
年

1
2月

1
8
日
（
金

）
・

1
2
月

19
日

（
土
）

 
２
日

 
12

 
１
 

55
 

班
長

の
階

級
に

あ
る

者
（

班
長

昇
進

予
定

者
を

含
む

）
 

 

指
揮

 

幹
部

科
 

現
場

指
揮

課
程

 
令

和
８
年

1
0月

2
3
日
（
金

）
・

1
0
月

24
日

（
土
）

 
２
日

 
14

 
１
 

60
 

部
長

ま
た

は
部

長
と

同
等

の
実

務
経

験
を

有
す

る
班

長
 

 

分
団

指
揮

課
程

 
令
和
８

年
11
月
2
7
日
（
金

）
 

１
日

 
７

 
１
 

45
 

分
団

長
ま

た
は

副
分

団
長

の
階

級
に

あ
る

者
 

 

特
別
教
育

 
最

高
幹

部
教

育
 

令
和
９
年

３
月
上

旬
（
別

途
通
知

）
 

１
日

 
３

 
１
 

40
 

団
長

ま
た

は
副

団
長

の
階

級
に

あ
る

者
 

 

そ
 

の
 

他
 

ポ
ン
プ
操

法
指
導

員
養

成
講

習
 

ポ
ン

プ
車

 
令
和
８

年
４
月
2
3
日
（
木

）
 

１
日

 
６

 
１
 

45
 

滋
賀

県
消

防
操

法
訓

練
大

会
へ

の
出

場
を

目
的

と
し

て
、
滋

賀
県

消
防

操
法

訓
練

大
会

操
法

実
施

要
領

に
基

づ
き

、
消

防
ポ

ン
プ

操
法

の
指

導
を

行
っ

て
き

た
実

績
を

有
す

る
消

防
職

員

お
よ

び
消

防
団

員
 

    
小
型
ポ
ン
プ
 

令
和
８

年
４
月
2
4
日
（
金

）
 

１
日

 
６

 
１
 

45
 

※
 
網
掛

け
部
分

の
教
育

は
、
令

和
８
年

度
は

実
施

し
な

い
。
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別
表
２
 
入
校
申
込
期
限
等

 

教
育
種
別

 
教
育
予
備
日
 

申
込
書
類
提
出
期
限
 

申
込
書
類
 

事 例 研 究 資 料  

情 報 交 換 資 料  

入
校
経
費
(１

人
あ
た
り
)(
単
位
：
円
) 

入
校
経
費
支
払
期
限
 

入
校
生

か
ら
徴
収
 

各
本
部
か
ら
徴
収
 

合
 
計
 

 

認
定
料
 

登
録
料
 

※
食
費
 

図
書
費
 

教
材
費
 

研
修
費
 

寮
 
費
 

計
 

 

 

消
  防
  職
  員
 

初
任
教
育
 

通
学
バ
ス
利
用
な
し
 

 
令
和
８
年
２
月

13
日
(金

) 
様
式
第
１
号
、（

別
紙
様
式
Ａ
）、

別
紙
様
式

Ｂ
、
別
紙
様
式
Ｃ
、
別
紙
様
式
Ｄ
 

 
 

 
17
7,
59
0 

50
,5
00
 

85
,1
00
 

41
,0
00
 

11
,5
00
 

18
8,
10
0 

36
5,
69
0 

令
和
８
年
４
月

1
0
日

(
金
) 

通
学
バ
ス
利
用
あ
り
 

 
 

17
7,
59
0 

50
,5
00
 

85
,1
00
 

87
,0
00
 

11
,5
00
 

23
4,
10
0 

41
1,
69
0 

専
科
教
育
 

警
防
科
 

 
令
和
８
年

10
月
２
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

要
 

 
 

14
,9
90
 

8,
80
0 

6,
30
0 

70
0 

1,
00
0 

16
,8
00
 

31
,7
90
 

令
和
８
年

1
0
月

2
3
日

(金
) 

特
殊
災
害
科

 
(隔

年
実
施
に
つ
き
令

和
８
年
度
は
実
施
し
な
い
) 

 
 

 
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

予
防
査
察
科

 
 

令
和
８
年

11
月
６
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

要
 

 
 

16
,2
60
 

15
,0
00
 

1,
00
0 

5,
70
0 

1,
00
0 

22
,7
00
 

38
,9
60
 

令
和
８
年

1
1
月

2
7
日

(金
) 

危
険
物
科

 
(隔

年
実
施
に
つ
き
令

和
８
年
度
は
実
施
し
な
い
) 

 
 

 
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

火
災
調
査
科

 
(隔

年
実
施
に
つ
き
令

和
８
年
度
は
実
施
し
な
い
) 

 
 

 
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

救
急
科
 

 
令
和
８
年

10
月

23
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

要
 

 
JP
TE
C
認
定
料
 

2,
00
0 

19
,3
60
 

31
,5
50
 

19
,9
00
 

20
,0
00
 

1,
50
0 

72
,9
50
 

94
,3
10
 

令
和
８
年

1
1
月

2
0
日

(金
) 

救
助
科
 

(隔
年
実
施
に
つ
き
令
和
８
年
度
は
実
施
し
な
い
) 

 
 

 
 

 
- 

 -
 

- 
- 

- 
- 

- 

幹
部
教
育
 

初
級
幹
部
科

 
 

令
和
８
年

10
月

23
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

要
 

 
 

16
,2
60
 

4,
50
0 

3,
50
0 

70
0 

1,
00
0 

9,
70
0 

25
,9
60
 

令
和
８
年

1
1
月

1
3
日

(金
) 

中
級
幹
部
科

 
 

令
和
８
年
９
月

11
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

要
 

 
 

10
,6
20
 

2,
85
0 

3,
64
0 

70
0 

70
0 

7,
89
0 

18
,5
10
 

令
和
８
年

1
0
月
２
日

(
金
) 

上
級
幹
部
科

 
(隔

年
実
施
に
つ
き
令
和
８
年
度
は
実
施
し
な
い
) 

 
 

 
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

特
別
教
育
 

特
別
幹
部
教
育

 
 

令
和
８
年
３
月

25
日
(水

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

 
 

 
日
数
分
 

 
1,
00
0 

1,
00
0 

3,
50
0 

5,
50
0 

5,
50
0 

令
和
８
年
４
月

1
0
日

(
金
) 

水
難
救
助
教
育

 
 

令
和
８
年
５
月
１
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、
(別

紙
様
式
Ａ
) 

別
紙
様
式
Ｅ
 

 
 

 
16
,2
60
 

9,
00
0 

10
,0
00
 

9,
50
0 

1,
00
0 

29
,5
00
 

45
,7
60
 

令
和
８
年
５
月

2
9
日

(
金
) 

指
揮
隊
教
育

 
 

令
和
８
年
９
月

25
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

 
 

 
6,
86
0 

4,
50
0 

4,
10
0 

3,
20
0 

50
0 

12
,3
00
 

19
,1
60
 

令
和
８
年

1
0
月

1
6
日

(金
) 

体
育
指
導
員
教
育

 
(隔

年
実
施
に
つ
き
令
和
８
年
度
は
実
施
し
な
い
) 

 
 

 
 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

は
し
ご
自
動
車
等
操
作
員
教
育

 
 

令
和
８
年

11
月
６
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

 
 

 
61
0 

3,
00
0 

 
 

 
3,
00
0 

3,
61
0 

令
和
８
年

1
1
月

2
7
日

(金
) 

女
性
消
防
職
員
教
育

 
 

(別
途
通
知
) 

(別
途
通
知
) 

 
 

 
(別

途
通
知
) 

 

救
助
隊
長
教
育

 
 

令
和
８
年
８
月

21
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

要
 

 
 

14
,9
90
 

9,
00
0 

11
,0
00
 

70
0 

1,
00
0 

21
,7
00
 

36
,6
90
 

令
和
８
年
９
月

1
1
日

(
金
) 

通
信
指
令
教
育

 
 

令
和
８
年
９
月

25
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

 
 

 
4,
37
0 

1,
50
0 

7,
10
0 

70
0 

30
0 

9,
60
0 

13
,9
70
 

令
和
８
年

1
0
 
月

1
6
日
(
金
) 

緊
急
消
防
援
助
隊
受
援
教
育

 
 

令
和
８
年

12
月

18
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
２
、（

別
紙
様
式
Ａ
）
 

 
 

 
 

4,
50
0 

3,
00
0 

70
0 

 
8,
20
0 

8,
20
0 

令
和
９
年
１
月
８
日

(
金
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
各
市
町
か
ら
徴
収
 

 

食
 
費
 

図
書
費
 

教
材
費
 

研
修
費
 

寮
 
費
 

 
合
 
計
 

 

消
  防
  団
  員
 

基
礎
教
育
 

 
令
和
８
年

4
月
３
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

専
科
教
育
 

警
防
科
 

令
和
８
年

10
月

18
日
(日

) 
令
和
８
年
９
月

11
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
３
 

 
 

 
1,
22
0 

1,
50
0 

50
0 

 
 

 
3,
22
0 

別
途
請
求
書
 

機
関
科
 

【
１
回
目
】
 

令
和
８
年
５
月

17
日
(日

) 
令
和
８
年
４
月

10
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
３
 

 
 

 
1,
22
0 

1,
60
0 

50
0 

 
 

 
3,
32
0 

別
途
請
求
書
 

【
２
回
目
】
 

令
和
８
年

12
月
６
日
(日

) 
令
和
８
年

10
月

30
日
(金

) 

幹
部
教
育
 

初
級
幹
部
科

 
令
和
８
年

12
月

20
日
(日

) 
令
和
８
年

11
月

13
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
３
 

 
 

 
1,
22
0 

2,
10
0 

1,
60
0 

 
 

 
4,
92
0 

別
途
請
求
書
 

指
揮
 

幹
部
科
 

現
場
指
揮
課
程
 

令
和
８
年

10
月

25
日
(日

) 
令
和
８
年
９
月

18
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
３
 

 
 

 
1,
22
0 

 
50
0 

 
 

 
1,
72
0 

別
途
請
求
書
 

分
団
指
揮
課
程
 

令
和
８
年

11
月

28
日
(土

) 
令
和
８
年

10
月

23
日
(金

) 
様
式
第
１
号
の
３
 

 
 

 
61
0 

 
50
0 

 
 

 
1,
11
0 

別
途
請
求
書
 

特
別
教
育
 

最
高
幹
部
教
育

 
 

(別
途
通
知
) 

(別
途
通
知
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ の 他  

ポ
ン
プ
操
法
指
導
員
養
成
講
習
 

ポ
ン
プ
車
 

 

(別
途
通
知
) 

(別
途
通
知
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
型
ポ
ン
プ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
 
網
掛
け
部
分
の
教
育
は
、
令
和
８
年
度
は
実
施
し
な
い
。
 

※
 
食
費
に
つ
い
て
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
に
よ
り
変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

食
費
 
＠
1,
88
0
円
／
日
 
(朝

50
0
円
、
昼

61
0
円
、
夕

77
0
円
) 
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携
行
品
一
覧

※
１

※
２

※
４

○
○

※
３

○
※
３

※
３
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育
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防 寒 着
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専
科
教
育

編 み 上 げ 靴

運 動 靴 （ 華 美 で な い も の ）

上 履 き ( 華 美 で な い も の )

防 火 服 上 下 ・ 防 火 帽 ・ 防 火 靴

ゴ ム 長 靴

( 消 防 団 員 は 安 全 靴 か 防 火 靴 で も 可 )

革 手 袋

筆 記 用 具 ・ マ ス ク ・ 保 険 証

印 鑑

通
信
指
令
教
育

緊
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消
防
援
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育

は
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ご
自
動
車
等
操
作
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育

女
性
消
防
職
員
教
育

救
助
隊
長
教
育
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※１ 制服は以下の点に留意 

(1) 制服は所属機関が指定するものとする。 

(2) 制服の階級章、襟章、肩章および所属の名札は、予め外しておくこと。 

(3) 盛夏服の着用については、原則５月から10月までとする。ただし、具体的な始期・終期

は別途調整する。 

(4) ワイシャツは無地・白色のレギュラーカラーとし、ボタンダウン襟は禁止とする。また、

サイズが合っているものを着用すること。 

(5) 肌着（上衣）はＶネックの無地で白色とする。 

(6) ネクタイはウィンザーノットで正しく締めこむこと。（セミウィンザーノットは禁止とす

る。） 

(7) フラップは屋内外問わず、出しておくこと。 

(8) 黒短靴はきれいに磨き、汚れや型崩れ、傷がないこと。 

 

※２ スーツは通学および校外研修時に着用するものであり、以下の点に留意 

(1) 男性は背広、ワイシャツおよびネクタイ着用を標準とし、女性はこれに準じること。 

(2) 原則５月から10月まではサマーエコスタイル期間とし、背広およびネクタイは着用せず

軽快な服装とすること。ただし、具体的な始期・終期は別途調整する。 

なお、ワイシャツは半袖可とする。 

 

※３ 携行品一覧の中で、初任教育において消防学校が配布する物品等は以下の通り 

アポロキャップ、警笛、カッパ、編み上げ靴、運動靴、革手袋、ケブラー手袋、防火手袋、

トレーニングウエア２着（１着は個人負担）、消防関係法令集 

なお、ヘッドランプは不要。ゴーグルは所属で支給されている場合は持参すること。また、

運動靴はサイズ交換が発生する可能性があるため、念のため持参すること。 

 

※４ パソコンの持参について 

事例研究における発表資料の作成など、円滑に資料作成を行うために、パソコンの持参を

推奨する。 
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＜交通機関＞

JR琵琶湖線　　能登川駅下車（３Kｍ）

近江鉄道バス「八日市駅」行き、または「市ヶ原」行き

「佐生（さそ）バス停」下車　徒歩２０分（１．５Kｍ）

滋賀県消防学校
〒521-1213
滋賀県東近江市神郷町314番地
　 電話番号　0748-42-1000
ＦＡＸ　　　　0748-42-1001
e-mail      as30@pref.shiga.lg.jp

種
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